
奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
七
号

奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
第
一
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
第
二
号
中
「
七
百

円
」
を
「
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
第
三
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
四
号
中
「
千
二
百
円
」

を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
号
及
び
第
六
号
を

削
り
、
同
表
の
一
第
七
号
中
「
五
百
円
」
を
「
五
百
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
号
と
し
、

同
表
の
一
中
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
の
一
第
十
二
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
三
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
四
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
五
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
六
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
七
号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
八
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
十
九
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」

に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
一
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
二
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八

百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
三
号
中
「
八
百
円
」
を

「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
四
号
中
「
八
百
円

」
を
「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
五
号
中
「
七

百
円
」
を
「
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
六
号
中

「
七
百
円
」
を
「
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
七

号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
十
八

号
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第

二
十
九
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
二
号
と
し
、



同
表
の
一
第
三
十
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
三
号
と
し
、

同
表
の
一
第
三
十
一
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
三
十
二
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
三
十
三
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
三
十
四
号
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「

二
千
六
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
三
十
五
号
中
「
三

千
五
百
円
」
を
「
三
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
三
十
六

号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
八
号
と
し
、
同
表
の

一
第
三
十
七
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
二
十
九
号
と

し
、
同
表
の
一
第
三
十
八
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第

三
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
三
十
九
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第

三
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
の
一
第
三
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
一
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
二
号
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千

二
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
三
号
中
「
千
円
」

を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
四
号
及
び
第
四

十
五
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
四
十
六
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を

同
表
の
一
第
三
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
七
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
八
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
三
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
を
削
り
、

同
表
の
一
第
五
十
一
号
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
二
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第

三
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
二
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を

同
表
の
一
第
四
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
三
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
四
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
五
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百

三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
六
号
中
「
千
七
百
円
」

を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五
十
七
号
中
「

千
七
百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
五

十
八
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
六
号
と
し
、
同

表
の
一
第
五
十
九
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
七
号
と
し
、

同
表
の
一
第
六
十
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
四
十
八



号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
一
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第

四
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
二
号
中
「
五
千
五
百
円
」
を
「
五
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
表
の
一
第
五
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
三
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
四
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百

三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
五
号
中
「
三
千
円
」
を

「
三
千
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
六
号
中
「
千
九

百
円
」
を
「
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
六
十
七

号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
五
号
と
し
、
同
表
の

一
第
六
十
八
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
六
十
九
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
七
十
一
号
中
「
二

千
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
二
号

中
「
三
千
七
百
円
」
を
「
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一

第
七
十
三
号
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
三
千
三
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
五
十
九
号

と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
四
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
六
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
五
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を

同
表
の
一
第
六
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
六
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
七
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
八
号
中
「
千
三
百
円
」
を

「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
七
十
九
号
中
「
千

三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十

号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
六
号
と
し
、
同
表
の

一
第
八
十
一
号
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
六
十
七
号
と

し
、
同
表
の
一
第
八
十
二
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第

六
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
三
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を

同
表
の
一
第
六
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
四
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
五
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十

円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
六
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「

千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
七
号
中
「
千
四

百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
八
十
八

号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第



八
十
九
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
五
号
と
し
、

同
表
の
一
第
九
十
号
中
「
二
千
九
百
円
」
を
「
二
千
九
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七

十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
一
号
中
「
三
千
百
円
」
を
「
三
千
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
の
一
第
七
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
二
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
三
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
七
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
四
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
九

十
五
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
号
と
し
、
同
表

の
一
第
九
十
六
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
九
十
七
号
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
四
百
六
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
八
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十

円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
九
十
九
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百

三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
一
号
中
「
千
二
百
円
」
を

「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
号
中
「
千
六

百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
号

中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百

四
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
八
号
と
し
、
同
表

の
一
第
百
五
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
八
十
九
号
と
し
、
同
表

の
一
第
百
六
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
号
と
し
、
同

表
の
一
第
百
七
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
一
号
と
し
、
同

表
の
一
第
百
八
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
二
号
と
し
、
同

表
の
一
第
百
九
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
三
号
と
し
、

同
表
の
一
第
百
十
号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九

十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
一
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
の
一
第
九
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
二
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
三
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百

三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
四
号
中
「
二
千
円
」
を

「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
五
号
中
「
千
四

百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
九
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
六

号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
号
と
し
、
同
表
の

一
第
百
十
七
号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
一
号



と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
八
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
十
九
号
中
「
五
千
六
百
円
」
を
「
五
千
七
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
表
の
一
第
百
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
一
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百

四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
二
号
中
「
千
五
百
円
」

を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
三
号
中
「

八
千
三
百
円
」
を
「
八
千
五
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第

百
二
十
四
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
百
二
十
五
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
六
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
七
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千

三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
八
号
中
「
千
三
百

円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
二
十
九

号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
二
号
と
し
、
同
表
の

一
第
百
三
十
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
三
号
と

し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
一
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
二
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
表
の
一
第
百
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
三
号
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
四
百
六

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
四
号
中
「
千
三
百
円
」

を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
五
号
を

削
り
、
同
表
の
一
第
百
三
十
六
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の

一
第
百
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
七
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
八
号
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
六
百

七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
三
十
九
号
中
「
千
八
百
円

」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
号

中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
二
号
と
し
、
同
表
の

一
第
百
四
十
一
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
三

号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
二
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表

の
一
第
百
二
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
三
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
四
号
中
「
二
千
九
百
円
」
を
「
二

千
九
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
五
号
中
「



千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第

百
四
十
六
号
中
「
三
千
五
百
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
二
十
八
号
と

し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
七
号
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
六
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表

の
一
第
百
二
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
四
十
八
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
百
四
十
九
号
中
「
千
五

百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十

号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
一
号
と
し
、

同
表
の
一
第
百
五
十
一
号
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
二
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
三
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
二
号
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
三
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
四
号
中
「
千
六
百
円

」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
五

号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
六
号
と
し
、
同
表

の
一
第
百
五
十
六
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十

七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
七
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
の
一
第
百
三
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
八
号
中
「
二
千
七
百
円
」
を
「
二
千
七
百
七
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
三
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
五
十
九
号
中
「
千
五
百
円
」
を

「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
号
中
「
二

千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百

六
十
一
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
二
号
と
し
、

同
表
の
一
第
百
六
十
二
号
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
六
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
四
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
三
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
四
号
中
「
七
千
六
百
円
」
を
「
七

千
八
百
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
五
号
中
「
四

千
二
百
円
」
を
「
四
千
三
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一

第
百
六
十
六
号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十

七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
七
号
を
削
り
、
同
表
の
一
第
百
六
十
八
号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千

五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
六
十
九
号
中
「
二
千
八

百
円
」
を
「
二
千
八
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
四
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百

七
十
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
号
と
し
、

同
表
の
一
第
百
七
十
一
号
中
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一



第
百
五
十
一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
二
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
三
号
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
八

百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
四
号
中
「
千
七

百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七

十
五
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
五
号
と

し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
六
号
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
五
十
六
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
七
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
八
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
七
十
九
号
中
「
千
四
百
円

」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
五
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
号

中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
号
と
し
、
同
表
の
一

第
百
八
十
一
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十

一
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
二
号
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
の
一
第
百
六
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
三
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円

」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
四
号
中
「
千
三
百
円
」
を

「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
五
号
中

「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一

第
百
八
十
六
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
六
号

と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
七
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の

一
第
百
六
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
八
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
八
十
九
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六

十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
六
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
号
中
「
三
千
百
円
」

を
「
三
千
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
一
号
中

「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
一
号
と
し
、
同
表

の
一
第
百
九
十
二
号
中
「
六
千
二
百
円
」
を
「
六
千
三
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百

七
十
二
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
三
号
中
「
五
千
八
百
円
」
を
「
五
千
九
百
六
十
円
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
三
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
四
号
中
「
三
千
五
百
円
」
を
「
三
千
六

百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
四
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
五
号
中
「
二
千
四
百

円
」
を
「
二
千
四
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
五
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九

十
六
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
七
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
六
号
と
し
、



同
表
の
一
第
百
九
十
七
号
中
「
四
千
六
百
円
」
を
「
四
千
七
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一

第
百
七
十
七
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
八
号
中
「
四
千
二
百
円
」
を
「
四
千
三
百
二
十
円
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
八
号
と
し
、
同
表
の
一
第
百
九
十
九
号
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二

千
五
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
七
十
九
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
百
号
中
「
千
三

百
円
」
を
「
千
三
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
八
十
号
と
し
、
同
表
の
一
第
二
百
一

号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
の
一
第
百
八
十
一
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
シ
ス
テ
ム

〃

千
五
百
円

182

に
お
い
か
ぎ
付
き
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計

183

〃

千
八
百
円

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計

〃

千
九
百
円

184

に
お
い
識
別
装
置

〃

千
五
百
円

185

ニ
ッ
ト
編
機

〃

千
四
百
円

186

荷
重
た
わ
み
温
度
試
験
機

〃

千
九
百
円

187

微
小
部
Ｘ
線
応
力
測
定
装
置

〃

五
千
百
円

188

偏
光
顕
微
鏡
シ
ス
テ
ム

〃

千
五
百
円

189
別
表
の
一
第
二
百
二
号
を
同
表
の
一
第
百
九
十
号
と
す
る
。

別
表
の
二
第
一
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
二
号
中
「
千
二

百
円
」
を
「
千
二
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
五
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
六
号

及
び
第
七
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
八
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八

百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
九
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第

十
号
中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
八
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十
一
号
中
「
二
千
四
百
円

」
を
「
二
千
四
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十
二
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
二
千
三
百
八
十
円

」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十
三
号
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
二
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二

第
十
四
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十
五
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二

十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十
六
号
中
「
七
百
円
」
を
「
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
十

七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
の
規
定
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
二
十
一

号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
二
十
三
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「

二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
二
十
四
号
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
三
千
三
百
九
十
円
」
に



改
め
、
同
表
の
二
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
九
百
円
」
を
「
九
百
二
十
円
」
に

改
め
、
同
表
の
二
第
三
十
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
三
十
一
号
及
び
第

三
十
二
号
中
「
八
百
円
」
を
「
八
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
三
十
三
号
中
「
五
千
五
百
円
」

を
「
五
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
三
十
四
号
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
四
百
六
十

円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
第
四
十
号
中
「
九
百
円
」
を
「
九

百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
四
十
一
号
中
「
千
百
円
」
を
「
千
百
三
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の

二
第
四
十
二
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
四
十
三
号
中
「
二
千
円
」
を
「

二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
四
十
四
号
中
「
千
円
」
を
「
千
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二

第
四
十
五
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
四
十
六
号
中
「
三
千
九

百
円
」
を
「
四
千
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
第
四
十
七
号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改

め
る
。

別
表
の
三
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
四
千
六
百
二
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八

条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
使
用
に
係
る
使
用
料
の
額
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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